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１．先進的な取組！
兵庫県内の他市町に先駆け、すでに令和４年度から中学校部活

動の地域展開について検討を始めました。令和５年１月には、土

日（休日）の地域展開について、その方針をホームページ上に公

開し、同時に保護者向けの案内文を配布しました。

２．地域の大きな支援！
令和５年７月から、「認定地域クラブ活動」の募集を開始したところ、

「赤穂市の子どもたちに活動の場を！」と、熱い思いを持った方々

のご尽力により、令和８年６月現在で「46」ものスポーツ・文化団体

にご登録いただいています。（昨年度より１２団体増）

地域展開における赤穂市の「特筆すべき２点」



国の動向①



国の動向②



兵庫県の推進計画



○近年、中学校生徒数の減少が進み、特に、部活動の持続可能性という

 面で厳しさを増している。

 赤穂市の生徒数（中学生）

令和６年度 約１１００人⇒    

団体競技ができない。 休部・廃部。 通学先にやりたい部活動がない。

○競技経験のない教師が指導せざるを得ない場合もあり、教師にとって

 大きな業務負担となっている。

赤穂市の部活動顧問が、その種目・活動の未経験者である割合：53.9％

令和１９年度 約６００人

赤穂市の中学校部活動における現状と課題



○少子化の中でも、将来にわたって子どもたちがスポーツ・文化活動

 に継続して親しむことができる機会の確保

○自発的な参画を通して子ども達が自己実現を図り、「楽しさ」「喜び」

 を感じる活動

○子ども達と地域が世代を超えて強い絆で結ばれる活力ある社会の

 創造

○部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出

○地域の持続可能で多様なスポーツ・文化活動の環境を一体的に整

 備し、子どもたちの多様な体験機会を確保（スポーツ団体等の組

織化、指導者や施設の確保、複数種目等の活動も提供）

赤穂市が目ざす部活動地域展開



令和５年

１月 令和８年度の休日地域移行について案内を周知（学校・保護者）

６月 地域移行協議会の設置要綱作成

６月～ 地域移行協議会の開催

７月～ 地域移行受入団体申し込み開始

令和６年

６月～ 地域移行協議会の開催

８月
【第２回地域移行協議会】
休日の地域移行 開始時期について方針を決定

12月
【第３回地域移行協議会】
平日の地域移行について方針を決定

令和７年５月～
地域展開移行協議会の開催

地域展開移行運営委員会の開催

令和８年

４月～ 地域展開協議会の開催

５月～ 地域展開運営委員会の開催

７月～ 部活動地域展開の実施

赤穂市 部活動地域展開の経緯



令和７年度 令和８年度 令和９年度以降

学校部活動

学校部活動

学校部活動

●令和８年度に引退するまで、学校部活動で活動できます。

※３年生が引退する時期は、部活動種目に
よって異なります。

●令和８年度の３年生が引退すると同時に、学校部活動は終了します。
●その後、認定地域クラブ活動に所属して活動できます。（参加自由）

●令和８年度の３年生が引退すると同時に、学校部活動は終了します。
●その後、認定地域クラブ活動に所属して活動できます。（参加自由）

●認定地域クラブ活動に所属して活動できます。（参加自由）

※各中学校において、教職員数や生徒数の関係で募集停止・廃部となる可能性もあります。
※認定地域クラブ活動に参加するかは、各家庭でご相談の上、判断してください。

入学

入学

Ｒ６入学
現中３

Ｒ７入学
現中２

Ｒ８入学
現中１

Ｒ９入学
現小６

赤穂市のスケジュール

地域展開

地域展開

地域展開

入学



○学校部活動は終了し、認定地域クラブ活動のみの活動に
 なります。

○認定地域クラブ活動に所属し、練習や大会へ参加すること
 ができます。
（団体によっては、中体連主催の大会に出場しない場合もあるので、団体一覧表を
ご確認ください。）

○認定地域クラブ活動に複数所属することができます。
 （中体連主催の大会出場等の選手登録はその内の１つになります。）

完全展開後(令和８年度の中学３年生が引退した後)



○赤穂市教育委員会に登録された、地域の指導者であること
○指導者は指導する種目や活動の資格や経験を有する者で
あること

○「赤穂市認定地域クラブ活動団体の設置及び運営等に係る
ガイドライン」の方針に沿った指導が徹底できること

○指導者向け研修（ハラスメント・救命講座等）を必ず受講
していること

赤穂市部活動地域展開認定地域クラブ活動一覧
ＵＲＬ http://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/documents/ukeire0629.pdf

赤穂市【認定地域クラブ活動及び指導者について】



学校部活動 認定地域クラブ活動

実施主体 各中学校 各団体

指導者
中学校の教員
部活動指導員

地域の指導者
希望する教職員

参加者 自校の中学生のみ
参加範囲は柔軟に設定
小学生～成人と一緒に
活動する団体もある

活動場所 各中学校 学校・地域の施設

活動日数 最大週５日 週１日～５日

費用 部費や個人の道具費用等
登録費・保険料・月の会費等

個人の道具費用等

赤穂市 学校部活動と認定地域クラブ活動との比較①



⑯

①
②

③
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⑧

⑨
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⑪⑫

⑬

⑭

⑮

赤穂市部活動地域展開認定地域クラブ活動 活動場所（予定を含む）
地図
番号

施設名 種目・活動

⑦
赤穂青少年武道館 柔道

赤穂中央病院外来棟 体つくり

⑧

城西小学校 剣道

城西公民館 卓球

上仮屋公会堂 書道

⑨
品川リフラ
赤穂市民総合体育館及び
赤穂城南緑地運動施設

野球 陸上 水泳
軟式・硬式テニス

⑩ 中広河川敷ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ サッカー

⑪

塩屋公民館
吹奏楽
ミュージカル

塩屋青少年武道館 柔道

塩屋小学校 剣道

⑫ 赤穂市折方 書道

⑬

赤穂の天塩
海浜SC

サッカー

尾崎地区体育館 空手

⑭
尾崎小学校 剣道 合唱

赤穂市清水町 料理

⑮

坂越地区体育館 空手

坂越公民館 英語

坂越小学校 合唱

⑯ 赤穂元禄スポーツセンター 野球

地図
番号 施設名 種目・活動

① 赤穂中学校
野球 バレー
バスケット 陸上
剣道

②
赤穂西中学校
塩屋公園

野球 サッカー
バレー 陸上

③

赤穂東中学校
野球 陸上
バスケット バレー
合気道

御崎地区体育館 空手

パインテニスクラブ 硬式・軟式テニス

④ 坂越中学校
野球 バレー
バスケット 剣道

⑤ 有年中学校 バレー 卓球

⑥

赤穂市民会館
赤穂地区体育館

バドミントン 合唱
ミュージカル 詩吟
扇舞

赤穂小学校 バレー 吹奏楽

RAM DANCE STUDIO ダンス

赤穂化成
ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ

吹奏楽

テツジム赤穂 キックボクシング

加里屋まちづくり会館 英語

天和

播州赤穂

有年

坂越

備前福河
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